
第1条（定義）
「当社」とは、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドをいいます。

「法人会員」とは、カード会員申込書の会社名欄に名前が明記されている法人およびその他
の団体をいい、当社は法人会員の要請に基づき、カード会員にカードを発行します。

「カード会員」とは、別途ご記入いただくカード会員申込書のご利用者名欄に名前が明記され
ている個人または法人会員の一部門で、経費の決済にコーポレート・パーチェシング・カード
を利用することを法人会員が認める者をいいます。

「カード」とは、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・パーチェシング・カードをいいます。
プラスチック・カードを発行しない場合、「カード」はコーポレート・パーチェシング・カードの
アカウント番号を意味するものとします。

「カード利用代金等」とは、カードの使用に関する売上票の署名の有無にかかわらず、カード
を使用して決済する取引に係る支払金額、および本規約に基づいて支払うべきその他のす
べての金額をいいます。

「加盟店」とは、物品・サービスの購入代金の支払方法としてカードの使用を認める法人、会
社、商店その他をいいます。

「不正利用額」とは、法人会員およびカード会員のいずれも何らの利益を得ず、かつ、カード
会員ではなく、またカードの利用権限を持たない者の使用に係るカード利用代金等をいいます。

第2条（署名）
カード会員は、カード会員の特定および不正使用防止のため、カードを受領後直ちに、かつ
カードの使用を開始する前にカード裏面に署名することに同意するものとします。

第3条（支払責任）
カード利用代金等の一切について、法人会員が当社に対する支払責任を負うものとします。
プラスチック・カードの発行を伴わない場合、またはカード会員本人の本名でない名義で開
設されるカード会員アカウントの場合、次条の定めは適用されないものとし、すべての不正
利用額を含むカード利用代金等の一切について、法人会員が支払責任を負うものとします。

第4条（不正利用額の支払責任）
次のいずれかに該当する場合のみ、法人会員は不正利用額についての支払責任を負うもの
とします。
(i)	 カード会員または法人会員が本規約に違反する行為を行った場合、あるいはカードの使
用について定める次条に違反して暗証番号等を十分に管理しなかった場合

(ii)	 カードの盗難、紛失、または不正使用（以下「不正使用等」という）がカード会員または法
人会員の行為に起因する場合、カード会員または法人会員が不正使用等に関与した場
合、あるいはカード会員または法人会員が不正使用等から何らかの利益を得た場合

(iii)	カード会員または法人会員が本規約第14条の定めに違反して、当社への通知が遅れた
場合。

第5条（カードの使用）
(a)	カードは、当社が指定し、当社が適当と定める方法でカード会員に対して通知する有効期
間中に限り、本規約に従って使用することができます。

(b)	カード会員は、支払い、本人確認、またはその他のいかなる目的であっても、カードもしく
はカード番号を他人に貸与したり、他人の使用に供することをしてはなりません。また、
カード会員は、カードの表面に刻印されている会員番号、会員氏名、有効期限等の表示事
項を他人に使用させることはできません。

(c)	カード会員は、カードを使用して購入または利用した物品、チケット、サービスその他を
返品して、現金による返金を受領してはなりません。返品は、加盟店が同意した場合ある
いは加盟店の義務である場合に、カードへの払い戻しを行う方法で行うものとします。

(d)	カード会員は、請求されたカード利用代金等を完済できる見込みのない場合、カードの
使用を中止するものとします。

(e)	カード会員は、当社が理由のいかんにかかわらず、またカード会員に対する事前の通知
をすることなく、特定のカード利用を承認しない権利を有すること、および当社によるか
かるカード利用の拒否の結果カード会員もしくはその他の者が被るいかなる損害につい
ても、当社は一切の責任を負わないことについて同意するものとします。

(f )	カード会員は、日本の法令、またはカードを使用する国あるいは物品・サービスが提供さ
れる国の法令で禁止されている物品・サービスの購入等、違法な目的のためにカードを
使用してはならないものとします。

(g)	プラスチック・カードを発行しない場合は除き、カード会員は、カードの使用に係る各暗
証番号、オンラインサービス用パスワード等（以下、併せて「暗証番号」という）を、当社に
登録するものとします。カード会員からの登録がない場合、または、カード会員が登録し
た暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社が暗証番号を登録し通知する
ことがあります。暗証番号の登録、指定および利用に関しては、当社所定の手続きに従っ
ていただきます。暗証番号について、カード会員は以下の事項を遵守することに同意する
ものとします。
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アメリカン・エキスプレス®
コーポレート・パーチェシング・カード会員規約

アメリカン・エキスプレス・コーポレート・パーチェシング・カードをご利用いただく前に、このカード会員規約（以下「本規約」という）に定
める規定をよくお読みください。カードを保持し、あるいは使用された場合、本規約の条件に同意されたものとみなします。

重要：

・	暗証番号を記憶する。
・	当社から暗証番号の通知を受け取った場合には、それを破棄する。
・	カード券面に暗証番号を書き込まない。
・	カードまたはカード番号と共に、あるいはそのすぐ近くに暗証番号を記録しない。
・	暗証番号を誰にも知らせない。
・	暗証番号を指定する際には、氏名、生年月日、電話番号等、容易に類推可能なものを
暗証番号として選択しない。

・	暗証番号入力の際には、暗証番号を他人に見られることのないように十分注意する。
カード会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理す
る責任があります。カード利用の際、会員の暗証番号が使用された場合は、そのために生
ずる一切の債務についての責任は本規約第3条および第4条の定めに従うものとします。
ただし、暗証番号の管理につき、カード会員もしくは法人会員のいずれにも故意または過
失がなかったことの証明があった場合はこの限りではないものとします。
カード会員は、別途当社が定める手続きに従い、暗証番号を変更することができます。た
だし、ＩＣカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。

(h)	カード会員は、カードを利用して、加盟店で商品・権利の購入、役務の提供等を受けること
ができます。カード会員は、加盟店でカードを提示して使用するときは、加盟店の指示に
従い、カード利用代金等の明細を記載した売上票にカード裏面の署名と同じ署名をし、も
しくは、加盟店の端末機に暗証番号を入力し、または、署名と暗証番号の入力の両方を行
うものとします。ただし、カード会員がカード利用の意志を明確にして行う次の各号の取
引等については、カード会員の署名のない売上票を当社または加盟店において作成する
場合があります。
・	電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引
・	カードやカード番号と暗証番号とを用いて行う取引
・	当社と加盟店との取り決めにより、売上票へのカード会員の署名を省略する取引
・	その他当社が随時定め、会員誌等によりカード会員に告知する取引　

第6条（支払い）
(1)	カード利用代金等についての支払期日は、当社がカード利用代金等の明細について作成
する「ご利用代金明細書」において指定するものとします。当社への支払はすべて日本円
で行っていただくものとします。支払が指定金融機関口座からの自動振替の方法による
場合で、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づ
き、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。

(2)	支払期日後の支払い、一部のみの支払い、または紛議の対象であるカード利用代金等の
調整その他を当社が認めた場合も、全額についての請求権をはじめとする本規約および
法令に基づく当社の権利を放棄するものではなく、また、本規約を変更することについて
当社が同意することを意味するものではありません。全額決済に不足する金額の支払を
認める場合、当社はいずれの債務に充当するかを自己の裁量で決定するものとします。

第7条（手数料等）
カードについてお支払いいただく手数料等は、下記料金表に記載のとおりです。追加サービ
スを選択される場合は、その他のサービス手数料等をお支払いいただく場合があります。そ
の金額は、かかる追加サービスの提供に同意をいただく際に提示します。また、本規約に定
めのないサービスを提供する場合には別途手数料等を請求する場合があります。当社は、本
規約第22条（本規約の変更）に従って下記料金表の変更を行うことができるものとします。

第8条（遅延損害金）
支払期日にお支払いいただく金額が「ご利用代金明細書」に記載される支払債務の全額を完
済させるに足りない場合、当社は該当するカードについての利用を一時停止または取り消す
権利を有するものとし、また、支払遅延金額に対して以下の方法で遅延損害金を請求するも
のとします。

・	「ご利用代金明細書」において請求金額合計額として記載される金額が指定支払期日ま
でに完済されなかった場合、未払い額は支払遅延金額として認識されます。

・	翌月以降の「ご利用代金明細書」において、支払遅延金額に対する遅延損害金を記載の
うえ、請求します。

・	支払遅延金額として記載される金額は、未払いの遅延損害金を含む場合があります。
・	遅延損害金は下記料金表に記載の料率で算定のうえ、負担していただきます。

第9条（手数料等）
銀行振込その他の方法でお支払いいただく金額が支払債務の全額を完済させるに足りない
場合、法により禁止される場合を除き、未払いの金額の他、当社が定める追加手数料および
合理的な範囲で徴収および法的手続きに要した費用を負担していただきます。追加手数料
を定める場合は、下記料金表に記載します。



第10条（カードの更新）
法人会員から退会もしくはカードの取消の指示がない場合において、当社が引き続きカード
会員として適格と認めるときには、カードの有効期間満了ごとに更新カードを発行するものと
し、また下記料金表にカード年会費の記載がある場合は、毎年お支払いいただきます。

第11条（請求先住所等届出事項）
カード会員および法人会員は、法人会員の名称、請求書送付先住所、またはEメールアドレス
に変更があった場合には、直ちに当社に通知するものとします。また、「ご利用代金明細書」
をカード会員に直接送付する方法が選択されている場合、カード会員は自己の氏名、住所、
Eメールアドレスその他、当社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに当社に通知
するものとします。「ご利用代金明細書」の送付先として日本国外の住所が指定されている場
合、当社は管理費として追加の手数料を請求できるものとします。

第12条（加盟店との紛議・誤請求その他）
(a)	カード会員は、「ご利用代金明細書」が正確であるかどうかについて確認する責任を負
い、誤請求その他異議のある事項がある場合には、①当該「ご利用代金明細書」を郵送で
受け取った日もしくは当社ウェブサイト上での閲覧・確認が可能となった日から2週間以
内、または②当該「ご利用代金明細書」記載の支払期日の1週間前、のいずれか遅い方の
期日までに当社に申し出るものとします。期日内に申し出のない場合は、「ご利用代金明
細書」の記載内容について承認いただいたものとみなします。

(b)	加盟店が特定のカード利用代金等について払い戻し処理をしたときは、当社は受領し次
第、カード会員のカードに係るアカウントにおいて調整します。加盟店との紛議が速やか
に解決せず継続するときは、当社は紛議中の金額について一時的に請求保留とする場合
がありますが、その場合も、法人会員はかかる金額を控除した請求金額全額について支
払う義務があります。

(c)	法の要請のある場合を除き、カードを使用して得た物品・サービスの瑕疵について、およ
び加盟店のカード利用の拒否について、当社は一切責任を負いません。	法人会員または
カード会員は加盟店に対して直接申立て等をするものとします。法人会員およびカード会
員は、かかる申立てその他、加盟店との紛議を理由として当社への支払を留保することは
できません。

(d)	法人会員またはカード会員が不正利用額について申し立てる場合、カード会員は当社の
要請に従って、警察の被害届受理書、供述書その他の確認書面を当社に提出していただ
きます。カード会員はかかる申立てをする場合、当社がカード会員より入手する情報もし
くは調査の対象である情報を警察その他の調査機関等に開示することについて同意する
ものとします。またカード会員は不正利用額の申立てに関連して、当社および警察に合理
的な範囲で情報提供その他の協力をすることに同意するものとします。

第13条（代位）
カードを使用して購入した商品・サービスが加盟店より提供されない場合、当社は自己の裁
量により、該当するカード利用代金等の金額をカード会員のカードに係るアカウントにおい
て払い戻しとして調整する場合があります。その場合、カード会員は、当社を加盟店に対する
申立て等をカード会員の名において、ただし当社の費用負担にて行う代理人として委任する
ことに同意するものとします。また当社が要請する場合は、カード会員が有するかかる申立て
等を行う権利を当社に譲渡することに同意するものとします。

第14条（カードの紛失・盗難・不正使用）
次のいずれの場合も、法人会員またはカード会員は直ちに当社に届け出るものとします。
(i)			カードを紛失した、または盗難にあった場合
(ii)		更新カードもしくは再発行カードがカード会員に到着しない場合
(iii)	暗証番号を他人に知られてしまった場合
(iv)	カードが不正に使用されている疑いがある場合
紛失もしくは盗難を届け出た後にカードが見つかった場合、当該カードを破棄し、再発行さ
れるカードを使用するものとします。

第15条（外貨建てのカード利用代金等）
(a)	カード利用代金等が日本円以外の通貨で生じた場合には、American	Express	Exposure	
Management	 Ltd.（以下「AEEML」）が日本円に換算します。この換算は、アメリカン・エ
キスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメ
リカン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。

(b)	前項の円換算に際しては、カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合に
は、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円
換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算します。
カード会員は、AEEMLによる円換算に際しては、法令により特定の換算レートの適用が義
務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代金等に
関して特定の換算レートが使用される場合を除き、AEEMLが日本国外で所有し管理する
アメリカン・エキスプレス財務システムを利用し、換算日の前営業日における主要な外国
為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、料金表に記載する、あるいはその他の
方法で当社が通知する外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用する（ただし、米ドル
を介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません。）ことを理
解し、同意するものとします。この外貨取扱手数料はAmerican	 Express	 Travel	 Related	
Services	Company,	Inc.	もしくはその関連会社の収益となります。

(c)	カード会員は、法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合を除き、
カード利用代金等がアメリカン・エキスプレスに提出される前に第三者により換算される
場合、適用される換算レートは当該第三者が決定すること、および当該第三者が定める手
数料を含む場合のあることを理解し、同意するものとします。

(d)	①外貨建てのカード利用が取り消された場合の取消されるべき金額の円換算、および②
付加価値税の還付金の円換算は、アメリカン・エキスプレスが当該処理を行う期日を換算
日として、前3項の規定に準じるものとします。
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(e)	本条(a)項から(c)項までの規定にかかわらず、一部の海外加盟店でのカード利用に際し
て、加盟店から外貨建ての利用金額とともに、加盟店が独自に定めるレートにより換算した
円建ての利用金額の提示がある場合において、カード会員が円建ての利用金額によること
を選択したときは、当該円建て金額をカード利用代金等として請求します。なお、かかる場
合において、カード会員が当該カード利用を取り消した場合、取消金額は外貨建てで生じ
ることがあり、その場合取り消すべき金額の円換算は前４項に従います。

第16条（個人情報）
第16.1条（個人情報の収集・保有・利用、提供）

(1)	カード会員および入会申込者（以下「会員等」という）は、当社が本規約に基づく取引（申
込みを含む。以下「本契約」という）を含む会員等との取引の与信判断および与信後の管理
（支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む）ならびに付帯サービスの提供等を目的と
し、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意する
ものとします。
(a)	所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話
番号、Ｅメールアドレスその他の連絡先、勤務先、家族情報、住居状況等（変更の届出
があったものを含む）

(b)	本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関する
情報

(c)	本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(d)	本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力
を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したク
レジット利用履歴および過去の返済状況

(e)	犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、およ
び、会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項

(f )	当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および適
法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍謄抄本等の情報

(g)	官報・電話帳等一般に公開されている情報
(h)	その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報（会員等との
間の会話録音による音声情報を含む）

(2)	会員等は、前項に定めるもののほか、以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用する
ことに同意するものとします。当社の具体的事業に関しては当社ホームページに掲載して
います。
(a)	クレジット・カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
(b)	クレジット・カードに関する加盟店との連絡・管理のため
(c)	当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、Eメール等の方法による営
業案内

(d)	当社または関連会社、提携会社の金融商品・サービス等の販売・勧誘
(e)	当社が代理店として各保険会社・共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保険、
共済およびこれらに付帯・関連するサービス等の提供のため（各委託元保険会社・共済
の利用目的は、各社のホームページに記載してあります）

(f )	当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
(g)	お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およ
びそれらのサービスの受領のための手続

(h)	各種お問合せ・ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため（支
払請求に関する連絡を含む）

(i)	 当社の法律上の権利行使または義務履行のため
(j)	 その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的

(3)	会員等は、当社が、本第16.1条第(1)項および第(2)項の目的のため、本第16.1条第(1)項
(a)号乃至(h)号の個人情報を以下の者との間で共同して利用することに同意するものとし
ます。これらの情報の管理について責任は当社が有するものとします。
(a)	当社が財務・事業の方針の決定を直接間接に支配する会社、ならびに、当社の財務・事
業の方針の決定を直接間接に支配している会社、およびかかる会社の共通の支配に服
する会社

(b)	カード面に名称またはロゴマークが付された提携先企業
(4)	会員等は、以下の場合に、当社が本第16.1条第(1)項(a)号(b)号および(h)号のうち目的達
成に必要最小限の個人情報をそれぞれ以下に記載の者に対して提供し、提供先が利用す
ることに同意するものとします。
(a)	会員等の依頼に基づく旅行の手配などのために、運送・宿泊機関等および手配代行者
（必要な場合に限る）に対し、個人情報を電磁的方法等で送付することにより提供する
場合

(b)	会員等の依頼に基づくクレジット・カードの付帯サービス（レストランの予約・ポイント
の利用等）の提供のため、サービス提供会社に対し個人情報を提供する場合

(c)	法人会員における出張管理・経費管理および効率化のための分析等のため、法人会員
または法人会員が指定する第三者に提出する場合

(5)	本第16.1条第(2)項(c)(d)号による同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、
提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降当社での利用、他社
への提供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書同
封の営業案内等の発送はこの限りではありません。

(6)	会員等は、会員等のＥメールアドレスに関して、当社が、不正利用対策を目的として、外国
にある提供先に提出し、当該提供先が有する不正検知システムに照合すること、および、当
該提供先により、不正利用対策を目的として、当該不正検知システム内に保有され、利用さ
れることに同意するものとします。

第16.2条（個人信用情報機関の利用および登録）

(1)	会員等は当社が利用・登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものとし
ます。ただし、法人会員がカード会員のカード利用に関して一切の支払責任を負うことが
定められている本契約の場合、本第16.2条の定めは適用されません。
(a)	当社は会員等との与信取引上の判断のために、当社が加盟する個人信用情報機関（個
人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提
供を業とする者をいい、	以下「加盟信用情報機関」という）および当該機関と提携する



個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」という）に照会し、会員等および当該会
員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用します。ただし、加
盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能
力に関する情報については関連法令に基づき、支払能力・返済能力の調査以外の目
的に利用しないものとします。

(b)	下記表に定める登録情報（会員等に係る本人を特定するための情報および本契約に
関する客観的な取引事実）は、加盟信用情報機関に下記表に定める期間登録され、並
びに、登録された情報は加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員によ
り、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。

(c)	前号により、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、その正確性・最
新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用
情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内におい
て、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにその加盟会員によって相互
に提供されまたは利用されます。

(2)	当社が加盟する個人信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間は
以下をご覧ください。また、当社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、当該
機関に照会・登録する場合には、別途書面等の方法により会員等に通知のうえ法令等に
基づき所定の対応を行うものとします。

●加盟信用情報機関の名称・連絡先等
名称：株式会社　シー・アイ・シー　

（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
住所：〒160-8375	東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号：0120-810-414　ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp

名称：全国銀行個人信用情報センター　
住所：〒100-8216　東京都千代田区丸の内1-3-1

（建物立替えのため、平成 32 年度まで東京都千代田区丸の内 2-5-1 に仮移転します。
仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのウェブサイトに掲載されます。）

電話番号：03-3214-5020　
ホームページアドレス：	https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

名称：株式会社　日本信用情報機構
（貸金業法に基づく指定信用情報機関）

住所：〒110-0014	東京都台東区上野一丁目10番14号　住友不動産上野ビル5号館
電話番号：0570-055-955		ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp

●登録情報および登録期間

登録情報 登録する信用情報機関とその期間

(1)	氏名、生年月日、性別、
住所、電話番号、勤務先、
運転免許証の番号、本人確
認書類の記号番号等の本人
情報

左欄 (2) 以下の登録情報のいずれかが登録されている期間

(2)	本契約に係る申込みをし
た事実

●（株）シ－・アイ・シーへの登録：当社が照会した日から
６ヶ月間
●全国銀行個人信用情報センターへの登録：当社が利用し
た日から12ヵ月間
●（株）日本信用情報機構への登録：当社が照会した日から
６ヶ月間

(3)	 本契約に係る客観的な
取引事実

●契約期間中および契約終了後（完済していない場合は
完済後）5 年間

(4)	 債務の支払いを延滞し
た事実

●契約期間中および契約終了後（完済していない場合は
完済後）5 年間

当社が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、
本人確認書類の記号番号等の本人情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払
回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況（解約、完済等の事実を含む。）等、その他各加盟
信用情報機関が定める情報となります。

第16.3条（情報の開示、訂正・削除）
(1)	会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定める
ところに従い所定の方法により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することがで
きます。

(a)	当社に開示を求める場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,	Inc.
メンバーシップ・サービス・センター
〒167-8001	東京都杉並区荻窪4-30-16
電話番号　0120-974990　URL:	https://www.americanexpress.co.jp

(b) 個人信用情報機関に開示を求める場合は、前第16.2条記載の各個人信用情報機関
にご連絡ください。

(2)	万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または
削除に応じます。

第16.4条（不同意の場合）
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定め
る個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取
ることがあります。ただし、第16.1条第(2)項(c)(d)号の取扱を承認しない場合はこの限りで
はありません。
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第16.5条（契約の不成立および会員資格取消・退会の場合）

(1)	本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第16.1条および第16.2条
第(1)項(b)号に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以
外に利用されることはありません。

(2)	当社は、カードの表面に刻印されているカード有効期間の経過、退会、会員資格取消等に
より会員資格を喪失した後においても、第16.1条第(1)項および第(2)項(i)号ならびに第
16.2条第(1)項に定める目的で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有
し、利用します。

第17条（外国為替、税金その他）
法人会員およびカード会員は、日本またはその他該当する国の法律に基づき、カード、カード
利用もしくはその利用代金に課せられる税金を支払うものとします。法律によって禁止され
ている場合除いて、当社はかかる金額の全額または一部（当社の裁量による）をカード会員
に請求するものとし、また事前に請求する場合があります。カード会員は、外国為替に関する
法律、税法、またはその他のカード利用に適用される法律を遵守し、自己の違反行為の結果
当社が損害を被った場合はそれを弁償することについて同意するものとします。

第18条（カード利用代金等の回収に要する費用）
当社が合理的な範囲でカード利用代金等の回収または回収を試みるために要した費用（弁護士
費用を含む）については、法により禁止される場合を除き、法人会員に負担していただきます。

第19条（会員資格の一時停止および取消等）
(a)	当社は、次の各号に1つでも該当した場合は、第(5)号、(7)号のときはカード会員に通知の
うえ、その他の時はあらかじめ通知をすることなく、いつでもカード会員のカード利用の
一時停止を含む利用制限または会員資格の取消をすることができます。
(1)	カード会員がカード入会申込書その他において、当社に対して虚偽の申告をした場合
(2)	カード会員が本規約の条項その他当社との合意事項に違反した場合
(3)	カード会員が当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)	カード会員の支払能力が悪化したと当社が認めた場合
(5)	当社が定める任意の時点において、直近の１２ヶ月の間にカード利用が一度も無
かった場合

(6)	第10条に基づき発行された更新カードが、カード会員の住所変更等の理由により当
社に返送された場合

(7)	カード会員が第23条第1項各号のいずれかに該当した場合または同条第2項各号の
いずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確約が虚偽の申告である
ことが判明した場合

(8)	前号の事由によりカード会員が当社との契約を継続することが不適切であると当社が
認めた場合

(9)	その他、カード会員のカード利用態様等が適当でないと当社が認めた場合
(b)	当社は、会員資格が取り消されたカード会員の氏名およびカード番号を無効番号通知書
に掲載することができます。資格を取り消されたカード会員はカードを半分に切断し、切
断したカードを直ちに当社に返却するものとします。この場合、第6条に定める支払期日
にかかわらず、期限の利益を喪失し、当社に対する一切の債務を直ちに弁済していただ
きます。また、お支払いいただくべき金額に対し、下記料金表に記載の料率で算定する遅
延損害金を支払うものとします。

第20条（退会）
(a)	法人会員は、カード会員の退会をいつでも届け出ることができます。退会は、法人会員が
当社に対して文書により通知し、当社がその受領を確認した時点で有効となります。な
お、かかる退会届出については、当社に登録された連絡担当者からの通知も法人会員の
通知とみなすものとします。退会した場合、法人会員またはカード会員はカードを半分に
切断して直ちに当社に返却するものとします。法人会員は、退会したカード会員がカード
を当社に返却する前に発生する（プラスチック・カードが発行されないアカウントの場合
は、退会が本項に基づき有効となる前に発生する）カード利用代金等の一切について、そ
の支払いの責任を負うものとします。

(b)	カード会員が退職した場合、カード会員資格は取り消されるものとし、前項に従ってその
カードを返却するものとします。

(c)	カードは当社よりカード会員に貸与されたもので、当社の所有に属します。
(d)	当社は加盟店に対して、会員資格を取り消されたカードについての情報を通知する場合
があります。理由の如何にかかわらずカード会員がカード会員資格を失ったときは、いか
なる目的でもカードを使用してはなりません。当社が要請するときは、加盟店その他当社
が指定する者にカードを手渡すものとします。

第21条（当社の責任）
当社がカード会員のカードもしくはカード利用に関して当社の責任を履行せず、その直接の
結果カード会員が損害を被った場合、当社はその損害について賠償するものとします。間接
損害、派生的損害、偶発的損害、逸失利益その他、当社の不履行が直接かつ当然の原因では
ない損害（特別の状況で発生する損害を含む）については、当社は一切責任を負いません。
当社はいかなる場合も、第三者の行為（システム・機器の不具合を含む）に起因する損害に
ついては責任を負いません。

第22条（本規約の改定）
当社は30日前までに、法人会員またはカード会員に対して文書等により通知することによっ
て、または当社のウェブサイトへの掲載等による公表を行うことによって、本規約の各規定を
改定することができるものとし、変更日以降に発生するカード利用代金等のすべてについて、
変更後の規約が適用されます。



第23条（反社会的勢力でないことの表明および確約）
(1)	カード会員は、カード会員が、現在かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明、確約します
(a)	暴力団
(b)	暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(c)	暴力団準構成員
(d)	暴力団関係企業
(e)	総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(f )	前各号の共生者
(g)	その他前各号に準ずると当社が認めた者

(2)	カード会員は、自らまたは第三者を利用して次の号のいずれの行為も行わないことを確
約します。
(a)	暴力的な要求行為
(b)	法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)	取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)	風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業
務を妨害する行為

(e)	その他前各号に準ずる行為

第24条（その他）
(a)	法人会員がカードに関する管理責任者に任命するその役員もしくは社員は、カード会員
のカード利用状況、カード利用可能枠の設定、カード会員資格の取り消し、カード会員情
報の更新等を含む、本規約に関するすべての事項について法人会員に代わって行うこと
ができるものとします。

(b)	当社が本規約に基づき行う通知は、いかなる場合も7日後にはカード会員に届いたものと
みなすことができるものとします。（カード会員がそれ以前に受取った場合は除きます。）

(c)	当社はカード会員の同意を得ることなく、いつでも本規約に基づく契約関係を譲渡するこ
とができるものとします。

(d)	当社が本契約に基づく権利のいずれかを行使しない場合も当社の権利の放棄とはみな
されないものとします。

(e)	本規約には日本の法律が適用されるものとします。本規約に関し生じた紛議については、
東京地方裁判所および東京簡易裁判所のみを管轄裁判所とします。

料金表

コーポレート・カード年会費 別途定めるものとします。

外貨取扱手数料 2％

遅延損害金 月利1.10％の料率で、支払遅延金額（遅延損害金を除く）に
ついて算定します。ただし、法人会員と当社が別段の合意を
している場合はその方法に従います。

（2018年10月10日改訂）
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